
２　学校内等での事故（重篤な事故）の対応

ただちに
　　　　一次救命処置
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「ＪＲＣ蘇生ガイドライン２０１５」

を参考に作成

ただちに
胸骨圧迫から再開

電気ショック
ショック後ただちに
胸骨圧迫から再開

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に普段通りの呼吸
や目的のある仕草が認められるまで続ける。

※普段通りの呼吸の判断に自信が持てない場
合には心停止と判断し直ちに胸骨圧迫を行う

直ちに胸骨圧迫を開始
強く（約５㎝）＊小児は胸の厚さの約１/３
速く（１００～１２０回／分）

絶え間なく（中断を最小にする）

心電図解析
電気ショックは必要か？

ＡＥＤ装着

＜その他参考となるサイト＞
　　独立行政法人日本スポーツ振興センター　「学校における水泳事故防止必携（新訂二版）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.jpnsport.go.jp/anzen/Tabid/115/Default.aspx
　　総務省消防庁　全国版救急受診アプリ　（愛称「Q助」）　症状の緊急度を素早く判定、救急車を呼ぶ目安に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html

事故発生

様子を見ながら応援・救急隊を待つ

１１９番通報・ＡＥＤ依頼
通信司令員の指導に従う

反応の有無を確認

反応のない場合

呼吸の確認

　　　　　　　反応がある場合でも注意すること

　　☆こんな時は１１９番通報（救急車を呼ぶべき時）

◆頭から首にかけての大きなケガの場合
　　・外傷がある　・頭痛　・吐き気　・嘔吐　など
◆首の骨（頸椎）を痛めている可能性がある場合
　※次の症状が一つでもある場合は、首の骨を痛めてい
ると判断する。首の安静を図り、意識があれば首を動か
さないように伝える。
　　・首が痛い？　　　・手足がしびれる？
　　・手足に力が入らない？　　・呼吸が苦しい？
◆けいれんを起こし、すぐにおさまらない場合
◆熱中症が疑われ、意識が朦朧としていたり、体温が極
端に高い場合
◆大量に出血している場合や出血が止まらない場合、
ショックの症状が見られる場合
◆骨折が疑われ、骨が飛び出していたり変形している部
分にきずがある場合、多数のきずがある場合

　意識があり反応がある場合でも、普段と違う様子が見
られる場合は１１９番通報します。

大声で応援を呼ぶ

周囲の安全確認

普段通りの呼吸あり

呼吸なし

または、死戦期呼吸

人工呼吸の技術と意志があれば

胸骨圧迫３０回と

人工呼吸２回の組み合わせ

必要あり 必要なし

反応がある場合

傷病者が最も楽に感じる

体位にして安静を保つ

重篤な事故が発生した場合

学校長（副校長・教頭）は、迅速に教職

員の役割分担を行うこと。

・処置対応 ・保護者連絡

・記録 ・他の児童生徒への対応

・救急車誘導

・学校医への連絡 など



（１）事故発生直後の取組

（２）緊急時対応に関する体制整備

「学校事故対応に関する指針」より抜粋　【参考資料２】

　校長が責任者となり、校務分掌により安全を担当する教職員が中心となって活動できる体制を作り、教
職員はそれぞれの状況に応じて平常時から役割を分担し、連携を取りながら活動を進めていくこと。

　学校管理下における事故対応については、平成28年4月4日付第201600004152号「「学校事故対応に関す
る指針」の公表について（通知）」により、「学校事故対応に関する指針」（以下「指針」という。）をもとに対応
すること。

イ　学校は、死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故（事故
発生時点においては治療に要する期間が未確定の場合であっても30日以上となる可能性が高いと学校
が判断したもの及び意識不明の事故を含み、治療に要する期間が30日以上かかる場合でも骨折や捻挫
等の事案は事故の発生状況等により報告の有無を判断）の場合は、学校の設置者等に報告を行うこと。

ア　事故発生時にはまず事故にあった児童生徒等の生命と健康を優先し、応急手当を実施すること。被
害児童生徒等の保護者へ、事故の発生状況に係る第一報を可能な限り速やかに実施すること。


